
 

 

 

 

農作業中の熱中症事故が多発しており、これからの時期は熱中症のリスクが高くなっていきます。

適切な予防を心がけ、周りの人とお互いに声をかけ合うようにしましょう。 

○注意事項 

 ①暑さの感じ方は人によって異なります！高齢の方は特に注意が必要です！ 

  ・熱中症患者の大多数は６５歳以上の方です。年齢を重ねると暑さや水分不足に対する感覚機

能が低下し、暑さに対する身体の調整機能も低下しています。 

  ・自分の体調の変化に気をつけ、暑さの抵抗力に合わせて、万全の予防を心がけましょう。 

  ・のどの渇きを感じていなくてもスポーツ飲料や経口補水液等でこまめな水分・塩分補給をし、

暑さを感じなくても、日陰等を利用し、こまめな休憩をとるよう心がけましょう。 

 ②周りが協力して、熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です。 

  ・単独作業を極力避け、二人以上の作業を心がけましょう。熱中症の予防を呼びかけ合うこと

で、熱中症の発生を防ぐことや、早期の発見に繋げることができます。 

 ③節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようにご注意ください！ 

  ・節電を意識しすぎるあまり、健康を害することのないようご注意ください。 

  ・気温が高い日や湿度の高い日には、決して無理な節電はせず、適度に扇風機やエアコンを使

用するようにしましょう。 

○熱中症の予防方法 

 【暑さをしのぐ服装】 

   ・帽子の着用 ・通気性の良い衣類、ファン付きウェア等の着用  

 【休憩、水分・塩分補給】 

   ・作業前、作業中のこまめな水分・塩分補給 ・こまめな休憩 

 【熱中症になりにくい環境】 

   ・ハウスや畜舎等の喚気 ・遮光や断熱材の施行等による温度上昇の防止 

   ・気温の高い時間は外での作業を控える 

○熱中症になった時の処置は 

 １．すぐに作業を中断し、涼しい場所に避難する。 

 ２．衣服をゆるめ、身体を冷やす。 

 ３．水分・塩分を補給する。 

 ４．自力で水を飲めない、意識がない等場合は、直ちに救急隊を要請しましょう。 

早い対処は快復への近道です。疑いを感じたらすぐに対処しましょう。 

 

 

対象者：最上地域の農業者 等                              

日 時：令和８年７月１４日（火） １５：００～                       

会 場：最上広域交流センター ゆめりあ  

２階 第１・２会議室 

申込み：新庄市農林課まで下記情報をお伝えください。 

①氏名 ②市町村名 ③電話番号 

締切日 令和８年７月１０日（金）                                    

講 師：Kamakura Industries株式会社  

福田 哲也 氏 

 

アプリの開発・運営の会社から直接説明していただける 

貴重な機会ですので、ぜひ参加してください。 

 

 

 

   

1日農業バイトアプリデイワークとは？  

1 日農業バイトアプリデイワークは農家さんと求職者を１日単位で結びつけるサービスです。これ

まで農業では、親戚や地域の方々などとの人脈により、農繁期の働き手を確保することができてい

ましたが、高齢化や過疎化などにより近年は働き手を確保することが難しくなってきています。 

 

生産者がデイワークアプリを利用すると、地域内外の方々が自身の休日を利用して手伝ってくれる

ようになります。本業を持っている方々も副業として農業を手伝ってくれるようになります。 

 

生産者、求職者、ＪＡ、農業法人は完全無料でご利用いただけるサービスです。 

 

 

 

 

 

 

 農家全戸配布  令和８年６月２５日 （４８０号） －お問合せ－ 

新 庄 市 農 林 課 

 0 2 3 3 - 2 9 - 5 8 3 5 

Fax.0233-22-0989 
農 業 だ よ り 

農作業中の熱中症に注意しましょう！ 

～熱中症は適切な予防をすれば防ぐことができます～ 

1日農業バイトアプリ「daywork（デイワーク）」研修会 
 

【お問い合わせ先】 

新庄市農林課（山形県働き手確保対策協議会） 

TEL：29-5836 

 mail：nourin@city.shinjo.yamagata.jp 

 



    新庄市農業生産資材等高騰対策事業の申請受付について     
 

 令和８年２月２５日発行の農業だよりにて、事前に情報をお伝えさせていただいておりましたが、

申請受付の準備が整いましたので、必要書類を持参の上、ご提出のほどよろしくお願いします。 

 

【 事業内容のご案内 】 

①生産資材、出荷資材等の物価高騰に対する支援 
○対象作物…水稲、市の重点振興作物（にら、ねぎ、アスパラガス、うるい、たらの芽、 

トマト（ミニトマト）、きゅうり、ふきのとう、トルコぎきょう、りんどう等） 

○対 象 者…上記の対象作物を生産する農業者、農業法人、農業者が組織する団体 

○対象経費…令和７年１０月から令和８年３月末までに購入した生産資材、出荷資材等の額 

○補 助 率…購入した資材等の合計額の 3/10以内の額（上限 3万円） 
 

 

➁果樹園芸作物及び菌糸類栽培への燃料費の支援 
○対象作物…加温施設・設備を使用して栽培された果樹、花木（トルコぎきょう、りんどう）、 

促成栽培（たらの芽、うるい）、菌糸（しいたけ、なめこ） 

○対 象 者…上記の対象作物を生産する農業者、農業法人、農業者が組織する団体 

○対象経費…令和７年１０月から令和８年３月末までに購入した燃油（A重油、灯油等）の額 

○補 助 率…燃油平均価格-基準価格×1/2（上限：県補助金の額） 
 

 

③子牛の導入費用(全畜種)への支援 
○対象者…新庄市内在住の畜産農家 

○対象経費・補助額…令和７年１０月から令和８年３月末までに購入した子牛について、 

１頭あたりの価格が５０万円を超えた場合、その超過額（上限１０万円）を支援 

 
 

④配合飼料等の物価高騰に対する支援 
○対 象 者…新庄市内在住の畜産農家 

○対象経費…令和７年７月から令和８年３月末までに購入した配合飼料の額 

○補 助 率…令和７年度第２四半期（４～６月）、第３四半期（７～９月）、第４四半期（１０～１２月）の 

配合飼料価格と、過去５年（令和２～６年度）の平均配合飼料価格との差額から、 

国の配合飼料価格安定対策等の補てん金を控除した額の 1/2（上限３万円） 
 

 

⑤農業の担い手に対する支援 
○対 象 者…新規認定された日から経過年数１０年までの認定新規就農者 

○対象経費…令和８年１月から令和８年５月末までに発注する農業用機械の額（3００万円以内） 

○補 助 率…1/3（上限１００万円） 
 

 

詳しい申請方法については、裏面をご覧ください。 

 

 

【 申請方法 】 

・業者等への支払いが終わっている場合 

 農業者等  新庄市農林課 

① 交付申請・実績報告・請求書の提出  申請内容の審査 

② 書類の保管  
交付決定・額の確定通知書の発行 

（補助金の支払い） 
 

・業者等への支払いが終わっていない場合（秋払い等） 

 農業者等  新庄市農林課 

① 交付申請  申請内容の審査 

② 業者への支払い   

③ 実績報告・請求書の提出  申請内容の審査 

④ 書類の保管  
交付決定・額の確定通知書の発行 

（補助金の支払い） 

 

【 必要書類等 】農林課で書類へ記入・押印いただき、下記書類を添付していただきます。 
 

①交付申請・・・購入した資材等の納品書・写真 

※令和 6年の販売額が 1000万円以下の方は、収支内訳書等の提出もお願いします。 

※簡易課税の方は、簡易課税選択届と令和 6年の収支内訳書等の提出をお願いします。 

②実績報告・・・領収書等（支出証明書） 

③請 求 書・・・通帳の写し、ハンコ 

●農業者が組織する団体・・・役員名簿、規約（ない場合は対象外） 

 

【 検 査 対 象 】 
 

◎肉用繁殖牛、肥育用和牛子牛の導入費用への支援（検査日は後日調整します。） 

◎農業の担い手に対する支援（検査日は後日調整します。） 

◎上記事業以外の写真提出のない方（実績報告書の提出時） 

※検査員（市職員）と本人が書類確認をしている写真を撮影します。 

 

【 提 出 期 限 】 
 

・交付申請：令和８年７月３１日（金） ・実績報告：令和８年１１月３０日（月） 

 

【 そ の 他 】 
 

・農業の担い手に対する支援は別途必要な書類がございますので、事前にご相談ください。 

・予算を超える要望が寄せられた場合は、ご期待に応えることができない場合がございます。 

 

【お問い合わせ先】新庄市農林課 農業ビジネス創造係（TEL：29-5836） 

 

 


